[bookmark: _cayrnrlbkkd6]表彰・資格停止手続規程
[bookmark: _ectjho27z1kl]
[bookmark: _e17xpzxh0ggy]本規程は、当団体における表彰及び資格停止に関する手続を定め、組織運営の公平性、透明性及び適正性を確保することを目的とする。

[bookmark: _pds390gim8vh]第1条（目的）
本規程は、当団体が実施する表彰制度及び資格停止措置の判断基準、審査方法、手続及び権限を定めることにより、適切かつ公正な運用を図ることを目的とする。

[bookmark: _ctvi8qhghds]第2条（定義）
本規程において使用する用語の意義は、次の各号に定めるとおりとする。
1　「表彰」とは、当団体に貢献した者、優秀な成績を残した者、模範となる行動を示した者等に対し、その功績をたたえ顕彰することをいう。
2　「資格停止」とは、当団体の規程違反、不適切行為、社会的信用を損なう行為等が認められた者に対し、一定期間、その資格・権利の全部又は一部の行使を停止する処分をいう。
3　「対象者」とは、表彰又は資格停止の審査・決定の対象となる個人又は団体をいう。
4　「審査委員会」とは、本規程に基づき表彰及び資格停止の審査を行う機関をいう。

[bookmark: _w5gw2gctrbjm]第3条（表彰の種類）
表彰は、次の各号に掲げる区分により行う。
1　功労表彰：長期間にわたり団体に貢献した者に対する表彰
2　優秀表彰：優れた成果、業績又は成績を挙げた者に対する表彰
3　特別表彰：社会的貢献、団体の名誉向上その他特別の功績を認める場合の表彰
4　その他、当団体が必要と認める表彰

[bookmark: _lad15tc4puw2]第4条（表彰の推薦）
1　表彰の推薦は、役員、委員、指導者その他当団体の定める者が行うものとする。
2　推薦書には、対象者の功績、評価理由及び必要資料を添付しなければならない。
3　自己推薦を認める場合は、別に定める様式により提出させるものとする。

[bookmark: _q6la41vdyybf]第5条（表彰の審査及び決定）
1　審査委員会は、推薦内容を審査し、表彰の可否及び表彰区分を決定する。
2　審査にあたり、必要に応じて追加資料の提出又は対象者へのヒアリングを求めることができる。
3　表彰の最終決定は、理事会又は当団体が定める決裁権限者が行う。

[bookmark: _7mtg167ww8v4]第6条（表彰の取消し）
1　次の各号のいずれかに該当する場合、当団体は表彰を取消すことができる。
　(1)　表彰理由が虚偽又は不正行為によるものであったことが判明したとき
　(2)　重大な規程違反又は不適切行為が明らかになったとき
　(3)　その他、表彰者として不適切と認められる事情が生じたとき
2　表彰取消しの手続は、資格停止の手続に準じて行う。

[bookmark: _fl6oecdnhox]第7条（資格停止の対象行為）
資格停止は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。
1　団体規約、規程、ガイドライン等に違反したとき
2　団体の信用又は名誉を著しく損なう行為をしたとき
3　安全管理上重大な過失又は不適切行為があったとき
4　法令違反があったとき
5　その他、当団体が資格停止を必要と認めるとき

[bookmark: _fxy0q3sur36g]第8条（資格停止手続の開始）
1　資格停止の調査は、通報、申告、内部監査、役員の指示等により開始する。
2　調査開始後、対象者にはその旨を通知し、必要に応じて弁明の機会を与える。
3　重大事案の場合、調査中であっても暫定的に活動停止を命じることができる。

[bookmark: _c681k98c5q54]第9条（審査委員会による審査）
1　審査委員会は、関係資料、報告書、証言等に基づき事実確認及び判断を行う。
2　対象者に対して、書面又は口頭で弁明の機会を付与する。
3　委員会は、資格停止の要否、期間及び範囲について意見をまとめ、決裁権限者に答申する。

[bookmark: _up2vn93i2ymj]第10条（資格停止の決定）
1　資格停止の決定は、理事会その他当団体が定める決裁権限者が行う。
2　資格停止期間は、事案の内容、故意・過失の程度、社会的影響、再発可能性等を総合的に考慮して決定する。
3　資格停止の決定内容は、対象者に書面で通知するものとする。

[bookmark: _n33a75qael2p]第11条（資格停止期間中の取扱い）
資格停止期間中、対象者は次の各号に掲げる行為を行うことができない。
1　団体の資格・称号・地位の使用
2　団体主催行事への参加
3　団体名義を用いた活動・発信
4　その他、団体が停止対象と定める行為

[bookmark: _7hivjhq9o0so]第12条（資格停止の解除）
1　資格停止期間満了により、当然に資格は復帰する。
2　改善状況、再発防止措置等が認められる場合、審査委員会の答申に基づき、資格停止を短縮又は解除することができる。

[bookmark: _okgxfer25wqn]第13条（再発時の取扱い）
資格停止対象行為が再び発生した場合、原則として加重処分とし、必要に応じて資格剥奪その他の重い措置を行うことができる。

[bookmark: _duk4yay3ju5h]第14条（記録の保管）
表彰及び資格停止の審査記録、答申書、決定書等は、当団体が適切に保管し、第三者に開示しない。ただし、法令に基づく場合はこの限りでない。

[bookmark: _ynxpbgufnfmv]第15条（不服申立て）
対象者は、表彰取消し又は資格停止の決定に不服があるとき、理由を付して当団体に再審査を申立てることができる。再審査手続の詳細は別に定める。

[bookmark: _so74drc18h9v]第16条（個人情報の取り扱い）
表彰及び資格停止の手続で取得した情報は、目的の範囲内でのみ利用し、適切に管理するものとする。

[bookmark: _rohxek253gds]第17条（規程の改定）
本規程の改定は、理事会又は当団体の定める決裁権限者が行う。

[bookmark: _uia61cwfjuvh]第18条（施行期日）
本規程は、●年●月●日から施行する。

